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２０１９年に発表された枠組み

• ２０１９年、EU規則2019/947、2019/945により、欧州での小
型無人航空機の規則をEU加盟国を中心に統合化する枠組
みが決定した。

• 民間無人航空機のカテゴリーをリスクに応じて「OPEN」、
「SPECIFIC」、「CERTIFIED」の３つに分類

• 運航管理をU-Space規則により枠組みを決める（２０２１．４採
択）

• ２０２０年１２月３１日よりドローンオペレーターは各国当局
（NAA）に登録する

• ドローンパイロットは適切な訓練を受ける
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https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones-rpas



ドローンオペレーションのカテゴリー
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「オープン」カテゴリ
の運用リスクは低い
と見なされ、運用権
限は必要ない。
A1,A2,A3のサブカ
テゴリ―がある

「スペシフィック」は各国当局か
ら運用承認を得る必要がある。
ドローンオペレーターはリスク
評価を実施する必要がある

「サーティファイド」は安全リスク
が高く、ドローンオペレーターと
ドローンの機体認証とリモート
パイロットのライセンスが常に
必要

オペレーターは
機体の所有者、
操縦者・パイ
ロットとは別に
定義

https://www.grupooneair.com/new-easa-drone-regulations/


機体と空域の関係
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２５Kg以下製造レ
ギュレーションに合
致

機体国別認証取得

U-Space 要求に合
致

EUの機体認証
A1,A2,A3のカテゴ
リー



Openでの３つのカテゴリーA1,A2,A3
https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones-rpas/open-category-civil-drones
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https://www.flynex.io/news/the-new-eu-drone-regulation-part-2-operation-categories/

機体のクラスC0,C1リスクの
小さな小型の機体

４kg以下の機体C2で人の
近くを飛行

２５kg以下の機体
人を排除して飛行



Open カテゴリー
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２０２２末まではC1と同じく
有人上空の飛行は禁止

２０２２末までは５００ｇ以下
と厳しくなる

２０２２末までは２ｋｇ以下と
厳しくなる



機体のCEマーク

• 規制2019 / 945によりEU内を飛行するドローンはC0～C6の
CEマークをつけることを求められる（２０２２以降の予定）

• C0～C4はオープン（C4はモデル機）、C5,C6はスペシフィック
（SORAの標準シナリオ０１（目視内），０２（目視外））
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https://www.dronescelab.com/class-label/



C0 C1 C2 C3 C4(模型）

重量 <250g <900g <4kg <25kg <25kg

サブカ
テゴリ

A1,A3 A1,A3 A2（人の近
く）,A3

A3 A1,A3

運用制
限

群衆の上空飛
行禁止

群衆の上空
飛行禁止

・人上空禁
止

・５，３０ｍ人
から離れる

・人の近く飛
行禁止

・集落より１
５０ｍ離れる

集落より１５
０ｍ離れる

飛行登
録

カメラ無し、トイ
ドローンは不要

必要 必要 必要 必要

パイロッ
ト要件

ユーザーマニュ
アルを理解

・ユーザー
マニュアル
・A1A3のオ

ンライント
レーニング、
オンライン
試験

・ユーザー
マニュアル
・A1A3のオ

ンライント
レーニング

・各国の理
論試験

・ユーザー
マニュアル
・A1A3のオ

ンライント
レーニング

・オンライン
理論試験

・ユーザー
マニュアル
・A1A3のオ

ンライント
レーニング

・オンライン
理論試験

パイロッ
ト年齢
制限

１６（Toyは不要） １６ １６ １６ １６
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https://www.easa.europa.eu/domains/civil-

drones-rpas/open-category-civil-drones



Openカテゴリーのパイロットライセンス

• ２０２３年より必要となる。
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各国当局（NAA）か
らオンライントレーニ
ングが提供される
・オンラインテストは
４０問から７５％正解
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各国当局（NAA）か
らオンライントレーニ
ングが提供される
・オンラインまたはク
ラスの理論試験（３０
問から７５％正解）
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https://www.easa.europa.eu/faq/116457

C1,C3,C4

・オンラインテストは
４０問から７５％正解

C2各国当局（NAA）
からオンライン
またはクラステスト３
０問から７５％正解



Specific カテゴリー

• Openカテゴリー以上のリスクがある場合
• BVLOS

• 高度１２０ｍ以上の飛行

• ２５ｋｇ以上のドローン

• ４ｋｇ以上のドローンで都市部で飛行

• ＥＣ認証のない機体

• 物件投下

• 群衆上空の飛行

• 下記の要件を満たす
• パイロットは１６歳以上

• オペレーターの登録

• ＥＡＳＡに申請前にオペレーターらＳＯＲＡ（Specific Operations Risk 
Assessment ）を実施

• STS-01(VLOS),STS-02(BVLOS)の標準シナリオを満たさない場合はオペ
レーターはoperational licenseを所有
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https://www.grupooneair.com/new-easa-drone-regulations/



標準的なSpecificの申請と許可

• 標準シナリオSTS01（VLOS）、STS02（BVLOS)に該当し、C5

またはC6のドローンを使用する場合は、各国当局NAAへ申
請書を送付し受領の確認を得ることが出来る。

• 標準的でない場合は
• SORAまたは各国が受け入れる方法でリスク評価、低減をおこない各
国に申請

• EASAが公開するPDRA（事前に定義されたリスク評価）でカバーされる
場合は、PDRAの結果をNAAに提出

• UASオペレーターは軽量UASオペレーター証明（LUS）をNAAから取得
すれば、NAAはオペレータの自己評価を自己承認する特権を与える
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https://www.easa.europa.eu/domains/civil-drones-rpas/specific-category-civil-drones



Specificの許可申請方法
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STS01,02の標準シ
ナリオでC5,C6の機
体使用

標準シナリオ、標準
機体でない場合は
独自にリスク評価

オペレーターが承認
を受ける



Specificカテゴリでのパイロット資格

• 標準シナリオの場合

• 標準的なシナリオの下で操作のためのオンライントレーニングコースを
修了し合格する

• STS-01実技訓練の修了認定を受ける

• 標準シナリオでない場合は、NAAにトレーニングコースを提案
し、その認証を受け、トレーニングを行う

• 証明書と認定はNAAが認めたエンティティ―が発行できる
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Specific の機体区分
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VLOS

Openの機体要件に加え
・高度情報の提供
・緊急飛行終了機能
・リンク喪失時の対応
・固定翼は除く

BVLOS

Openの機体要件、C5の要件に加
え
・飛行範囲（水平・垂直）を超えない
ような手段
・プログラム飛行機能



Specific の標準シナリオSTS01,02
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The European UAS regulation Ljubljana 28 November 2019 - ppt 

download (slideplayer.com)

https://slideplayer.com/amp/17884074/


Certifiedカテゴリー

• ドローンはEU2019/945により認証を取得

• 翼体サイズ３ｍを超え、人の上空を飛行する

• 群衆の上空を飛行、危険物質の輸送など事故のリスクが重大
となる

• 人を運ぶ

• 提出されたSORAが、UASオペレーターの認証と、関連する
パイロットのライセンスの取得の必要性を示している場合。

• 詳細は検討中
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